
 聖 籠 町 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ １ 日  

         聖 籠 町 長   渡  邊  廣  吉  

聖 籠 町 規 則 第 ７ 号  

   聖 籠 町 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

聖 籠 町 財 務 規 則 （ 平 成 ３ 年 聖 籠 町 規 則 第 ３ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ １ 条 第 １ 項 中 「 日 曜 日 又 は 休 日 に あ た る と き は そ の

翌 日 と し 、 土 曜 日 に あ た る と き は 、 そ の 翌 々 日 」 を 「 土 曜

日 、 日 曜 日 又 は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律

第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 に あ た る と き は 、 こ れ ら の 日

の 翌 日 」 に 改 め る 。  

第 ５ ４ 条 第 ２ 項 中「 通 知 は 、」の 次 に「 調 定 票 又 は 」を 加

え る 。  

第 ５ ７ 条 中 「 朱 書 」 を 「 表 示 」 に 改 め る 。  

第 ７ ０ 条 第 １ 項 を 次 の と お り 改 め る 。  

施 行 令 第 １ ５ ８ 条 第 １ 項 又 は 第 １ ５ ８ 条 の ２ 第 １ 項 そ

の 他 法 令 の 規 定 に 基 づ き 、 収 納 の 事 務 を 私 人 に 委 託 す る

こ と が で き る 。  

第 ７ ０ 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 を 「 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 に

改 め 、同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、同 条 第 ２ 項 中「 前 項 」を「 前

２ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の

１ 項 を 加 え る 。  

２  施 行 令 第 １ ５ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 に 定 め る

基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  公 金 の 収 納 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 実 績 が あ る こ と 。 

( 2 )  収 納 の 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る に 足 り る 事

業 規 模 を 有 し 、 か つ 、 そ の 経 営 の 状 況 が 健 全 で あ る

と 認 め ら れ る こ と 。  



( 3 )  町 税 徴 収 金 の 収 納 に 係 る 事 項 を 正 確 に 記 録 し 、 遅

滞 な く 指 定 金 融 機 関 等 に 払 い 込 む こ と が で き る こ

と 。  

第 ７ １ 条 第 １ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 受 託 者 が 収 納 の 事 務 を 行 う に 当 た り 、 次 項 の

規 定 に よ る 身 分 証 明 書 の 携 帯 又 は 呈 示 が な く て も 、 納 入

義 務 者 の 信 頼 を 確 保 で き る と 町 長 が 認 め る と き は 、 こ の

限 り で な い 。  

第 ７ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 (昭 和 ５ ４ 年 規 則 第 ４ 号 )」 を

「 (平 成 ２ ３ 年 聖 籠 町 規 則 第 ３ ３ 号 )」 に 改 め る 。  

第 １ ５ ０ 条 た だ し 書 中 「 超 え な い も の 」 の 次 に 「 又 は 聖

籠 町 長 期 継 続 契 約 と す る 契 約 を 定 め る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 聖

籠 町 条 例 第 ３ 号 ） に 基 づ く 長 期 継 続 契 約 」 を 加 え る 。  

第 １ ８ ０ 条 第 ３ 項 中 「 ５ ０ 万 円 未 満 の 」 を 「 ５ ０ 万 円 を

超 え な い 」 に 改 め る 。  

第 ２ ４ ２ 条 第 ２ 項 中 「 課 長 専 決 以 内 の も の 」 を 「 ５ ０ 万

円 を 超 え な い も の 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 中 「 1 0  交 際 費  ○  ○      」 を  

「 1 0  交 際 費  ○  ○      」 に 改 め 、 同 表 備 考 中 「 金

額 の 記 載 さ れ て い る も の は 、 そ の 限 度 額 ま で 。」 を 削 る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


